
家族人数や水の使用量な

ど使用実態を考慮して、

人槽を変更する場合があ

ります。

人槽ごとの受益者分担金一覧

※１０人槽を超える場合の受益者分担金及び専用住宅以外の建築用途にかかる建物の人槽につい

ては、上下水道局下水道課へお問い合わせください。

延べ床面積１5０㎡超

２世帯住宅用

５人槽

７人槽

１０人槽

１０３，０００円

１１８，０００円

１６６，０００円

延べ床面積１5０㎡以下

条件人 槽 受益者分担金 備   考


